
町民の声への対応状況 

令和５年３月受付分 

受付月日 項 目 意見の概要 対応・取り組み状況 担当課 

3月 8日 鳥取中央育英

高校の魅力化

について 

２０２３年度一般会計当初予算案の将来を

担う子どもたちへの投資として、鳥取中央育

英高校の魅力化づくり４３９万円が新聞に取

り上げてありました。県立高校の魅力は生

徒・教職員・県が取り組んでいく内容だと考

えます。事業の内容までは分かりませんが、

魅力化づくりを町の事業とすることに違和感

があります。また、ケーブルテレビで鳥取中

央育英高校は近年定員割れをおこしているの

で入学しましょうとテロップを見た時にも、

やり過ぎではないかと強く感じました。この

事業のねらいと予算の内訳などを町民に知ら

せて欲しいです。 

町が県立高校の魅力化を行うことについてで

すが、町が関わる理由としては将来地元で活躍

する人材の確保を期待するためです。高校生活

を過ごした地域への「愛着度」が将来の就労、

定住に影響するため、将来の人口減少を少しで

も抑える効果を期待すると同時に、生徒の通学

や活動する姿が見られることが地元の元気にも

つながります。 

県立高校なので県が取り組むのは当然のこと

ですし、既に生徒数が減少している県内の高校

の例を見ても、地元自治体が魅力化を県と協働

で進めています。現在取り組んでいる地域探究

を、より将来のキャリアにつなげるための仕掛

けとして町だけの取り組みではなく、高校、地

域とも連携し、多くの中学生の進路選択になる

ような魅力化を進めていきたいと考えていま

企画財政

課 



す。 

案の段階ですが、地元の商工業者の協力をい

ただき、探究を深めることで将来の労働力にな

ることも期待し、鳥取中央育英高校に進学する

生徒が多い北栄町と琴浦町が連携をしていきま

す。 

現在、議会でも取り上げられ説明をしている

ところですが、町民の皆さんに対する情報発信

をしっかりと行っていきます。 

なお、ケーブルテレビのテロップについて

は、町が依頼したものではありませんのでＴＣ

Ｃにお問い合わせください。 

3月 10日 消防団設置条

例の改正につ

いて 

・北栄町消防団の設置等に関する条例の改

正。第１条を消防組織法第１８条第１項に改

正。第２条に消防組織法第９条第３号を挿

入。 

・消防団の組織等に関する規則の改正。第２

条を不要につき削除。第４条の地区団長を削

除。 

・消防庁告示「消防団員の階級の基準」厳

ご指摘いただいた条例、規則に形式上・運用

上の不備があると判断できませんので、改正は

行いません。 

総務課 



守。消防組織法第２３条第２項により、訓

練・礼式を規則化されたい。 

3月 13日 大栄庁舎 駐

車場区画線の

更新について 

駐車場の区画線が古くなって線がはっきり

と分からない。区画線の更新を。 

令和５年度で予算を確保し、更新を実施いた

します。 

総務課 

3月 15日 山菜の里へ向

かう農道沿い

の樹木につい

て 

先日山菜の里まで車で行ったのですが、道

中木々が繁り、道がかなり狭くなっていまし

た。場所によっては中央線をはみ出すためす

れ違いもできませんし、交通事故が発生する

可能性もあります。 

ほかにも停車場所があり以前は見晴らしが

よく素敵だったのですが、こちらも木々が繁

り以前のような景観を見ることができませ

ん。 

土地の所有者など問題が多々あると思いま

すが、対応につきご検討よろしくお願いしま

す。 

ご意見ありがとうございます。 

山菜の里へ上がる北条西農免農道は山の中に

あるため、道路上まで枝が繁茂しやすい農道で

す。基本的には山林の所有者が管理すべきであ

ると考えますが、大雨や大雪の後などは見回り

を行い、通行に支障のある箇所は町でできる範

囲で伐採作業などを行い、通行できるようにし

ています。 

産業振興

課 

3月 18日 妻波のリンゴ

園沿いの道路

の白線につい

半年くらい前から妻波のリンゴ園沿いの道

路に、右左折に沿うように白線が引かれてお

ります。この白線はどういう意味でしょう

当該地は、町道妻波大谷線に農道が接する丁

字路ですが、その形状から優先道路がわかりに

くく、農道から町道へ合流する車両が安全確認

地域整備

課 



て か。 

この道路を車両で通行する際に戸惑いま

す。道交法に基づいたものか、警察、あるい

は公安委員会による設置でしょうか。 

を怠る事例が確認されていました。 

ご質問いただきました白線は、令和３年度に

妻波自治会からの要望を受け、公安委員会及び

地元自治会と調整し、優先道路を明らかにする

ことを目的として北栄町が令和４年度に設置し

たものです。 

 


